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赤 
 

 

瀬 
 

 

貴 
 

 

之 
 

 

君 

 
 

 

総

務

課

長 

中 
 

 

島 
 

 

浩 
 

 

司 
 

 

君 

 
 

 

副

参

事

（

法

令

担

当

） 

山

本 
 

 

英

一 
 

 

君 

 
 

 

経

理

課

長 

佐 
 

 

藤 
 

 

和 
 

 

也 
 

 

君 

 
 

 

お

客

様

事

業

課

長 

笹 
 

 

岡 
 

 

賢 
 

 

治 
 

 

君 

 
 

 

競

走

課

長 
木 

 
 

村 
 

 

洋 
 

 

之 
 

 

君 
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厩

舎

管

理

課

長 

小 
 

 

山 
 

 

昭 
 

 

二 
 

 

君 

 
 

 
施
設
再
整
備
担
当
課
長
（
小
林
牧
場
長
兼
務
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中 
 

 

嶋 
 

 

将 
 

 

彦 
 

 

君 

六 

出
席
議
会
事
務
局
職
員 

 
 

 

議

会

事

務

局

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

志

賀 
 

 

美

知

代 
 

 

君 

 
 

 

議

事

担

当

課

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

秋

山 
 

 

兵

吾 

君 

 
 

 

書

記 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

大

沼 
 

 

光

輝 
 

 

君 

 
 

 

書

記 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

市

田 
 

 

朋

子 
 

 

君 

七 

議
事
日
程 

 
 

 

日

程

第

一 
 

 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

日

程

第

二 
 

 

議
案
第
十
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

三 
 

 

議
案
第
十
三
号 
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

四 
 

 

議
案
第
十
四
号 

特
別
区
競
馬
組
合
競
馬
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

五 
 

 

議
案
第
十
五
号 

令
和
五
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

 
 

 

日

程

第

六 
 

 

認
定
第
一
号 

 

令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

 

日

程

第

七 
 

 

議
案
第
十
六
号 

特
別
区
分
配
金
に
つ
い
て 

 
 

 

追
加
日
程
第
一 
 

 

議
案
第
十
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
二 

 
 

議
案
第
十
三
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
三 

 
 

議
案
第
十
四
号 

特
別
区
競
馬
組
合
競
馬
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
四 

 
 

議
案
第
十
五
号 

令
和
五
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

 
 

 

追
加
日
程
第
五 

 
 

認
定
第
一
号 

 

令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

 

追
加
日
程
第
六 

 
 

議
案
第
十
六
号 

特
別
区
分
配
金
に
つ
い
て 

－ 3 －



―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

開

会
（
午
後
二
時
十
一
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

た
だ
い
ま
か
ら
、
令
和
五
年
第
三
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

初
め
に
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

会
議
規
則
第
百
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
十
七
番
田
中
や
す
の
り
議
員
、
十
九
番
福
田
は
る
み
議
員
を
会
議
録
署
名
議
員
に
指
名
い
た
し
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
諸
般
の
報
告
に
つ
い
て
、
議
会
事
務
局
長
に
報
告
さ
せ
ま
す
。 

○
議
会
事
務
局
長
（
志
賀
美
知
代
君
） 
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

一
、
令
和
五
年
第
三
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
の
招
集
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

二
、
議
案
の
送
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

三
、
議
事
説
明
員
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

以
上
、
三
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
文
書
の
写
し
を
配
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
内
容
の
朗
読
は
省
略
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
本
日
た
だ
い
ま
ご
出
席
い
た
だ
い
て
い
る
議
員
は
十
九
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

次
に
、
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
が
監
査
委
員
か
ら
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

ま
た
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
株
式
会
社
テ
ィ
シ
ー
ケ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
経
営
状
況
に
つ

い
て
の
報
告
が
管
理
者
か
ら
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
併
せ
て
議
会
事
務
局
長
よ
り
報
告
さ
せ
ま
す
。 

○
議
会
事
務
局
長
（
志
賀
美
知
代
君
） 

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
、
令
和
五
年
五
月
分
か
ら
七
月
分
ま
で
の
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
の
写
し
及
び
令
和
四
年
度
株
式
会
社
テ
ィ
シ
ー
ケ

イ
サ
ー
ビ
ス
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
の
写
し
を
お
配
り
し
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
配
付
を
も
っ
て
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 
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○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

こ
こ
で
、
副
管
理
者
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

副
管
理
者
。 

○
副
管
理
者
（
小
柳
津
明
君
） 

特
別
区
競
馬
組
合
副
管
理
者
の
小
柳
津
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
管
理
者
が
諸
般
の
事
情
に
よ
り
出
席
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
管
理
者
に
代
わ
り
ま
し
て
、
私
か
ら
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
日
は
、
令
和
五
年
第
三
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
招
集
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ご
多
忙
の
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
出
席
を
賜

り
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

ま
た
、
平
素
よ
り
、
競
馬
組
合
の
事
業
運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
日
ご
審
議
を
い
た
だ
き
ま
す
案
件
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
条
例
案
件
三
件
、
予
算
案
件
、
決
算
認
定
案
件
、
分
配
金
案
件
の
計
六
件
の
議
案

を
ご
提
出
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

慎
重
な
審
議
を
い
た
だ
き
、
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

副
管
理
者
の
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

日
程
第
一
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
一 
 

 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

会
期
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

今
定
例
会
の
会
期
は
、
会
議
規
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
日
九
月
十
五
日
か
ら
十
九
日
ま
で
の
五
日
間
と
い
た
し
た
い
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と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
今
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
九
月
十
五
日
か
ら
十
九
日
ま
で
の
五
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
二
か
ら
日
程
第
四
ま
で
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
二 

 
 

議
案
第
十
二
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

日
程
第
三 

 
 

議
案
第
十
三
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
四 

 
 

議
案
第
十
四
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
競
馬
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

そ
れ
で
は
、
た
だ
い
ま
一
括
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
十
二
号
か
ら
議
案
第
十
四
号
ま
で
、
順
に
ご
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
縦
書
き
の
議
案
書
（
一
）
の
一
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

初
め
に
、
議
案
第
十
二
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
地
方
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
部
分
休
業
制
度
を
導
入
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
制
定
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
条
例
の

内
容
に
つ
き
ま
し
て
順
に
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
条
例
は
、
六
条
と
附
則
か
ら
成
っ
て
お
り
、
第
一
条
に
お
い
て
本
条
例
の
趣
旨
を
定
め
、
第
二
条
に
お
い
て
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
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い
て
、
当
該
職
員
の
一
週
間
の
勤
務
時
間
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
第
二
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
、
取
得
可
能
と
な
る
時
期
を
六
十
歳
到
達
後
の
最
初
の
四
月
一
日
以
降
と
定
め
、
第
三
条
で
承
認
の
取
消
及
び
休
業
時
間
の
短
縮
に
つ

い
て
定
め
、
第
四
条
は
職
員
か
ら
休
業
時
間
の
延
長
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
で
公
務
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
休
業
時
間
の
延
長
を
承
認
で
き
る

旨
定
め
、
第
五
条
は
給
与
の
減
額
の
規
定
で
、
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
に
つ
い
て
、
一
時
間
に
つ
き
時
間
単
価
と
し
て
算
出
し
た
給
与

の
額
を
減
額
し
、
第
六
条
は
施
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
の
委
任
事
項
を
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
条
例
の
施
行
期
日
を
附
則
に
お
い
て
、
令
和
六
年
四
月
一
日
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
議
案
書
の
五
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
十
三
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
あ
る
も
の
を
、
配
偶
者
と
同
等
に
扱
う
た
め
、
関
係
す
る
条
例
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
規
定
の
整
備
を
行
う
条
例
は
五
条
例
で
、
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
旧
対
照
表
に
よ
り
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

九
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
一
条
の
改
正
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制

限
及
び
介
護
休
暇
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

十
二
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
条
の
改
正
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
が
最
長
で
二
歳
ま
で
取
得
可
能
と
な

る
要
件
並
び
に
、
再
度
の
育
児
休
業
、
育
児
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
及
び
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
取
得
が
可
能
と
な
る
要
件
に
つ
い
て

改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

十
八
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
三
条
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。 
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二
十
一
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
四
条
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
死
亡
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る
遺
族
の
範
囲
並
び
に
寄
宿
手

当
及
び
移
転
費
の
支
給
要
件
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
二
十
四
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
五
条
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
旅
費
の
支
給
に
係
る
扶
養
親
族
及
び
遺
族
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
、
お
戻
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
七
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
条
例
の
附
則
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
一
項
は
本
条
例
の
施
行
期
日
を
令
和
五
年
十
月
一
日
と
定
め
、
第
二
項
は
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
一
部
改
正
で
、
扶
養
手
当
の
支
給
に
係
る
欠
配
一
子
特
例
に
つ
い
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
あ
る
職
員
を
対
象
外
と
し
、
配
偶

者
と
同
等
の
取
扱
い
と
す
る
旨
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
二
十
九
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
十
四
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
競
馬
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
競
馬
法
の
改
正
に
伴
い
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

三
十
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

改
正
の
内
容
に
つ
い
て
新
旧
対
照
表
に
よ
り
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
六
条
中
「
競
馬
の
公
正
を
確
保
し
、
そ
の
他
競
馬
場
内
及
び
場
外
設
備
内
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
」
を
「
競
馬
場
内
及
び
場
外
設
備
内
の

秩
序
を
維
持
し
、
そ
の
他
競
馬
の
公
正
を
確
保
し
、
又
は
競
馬
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
」
に
改
め
る
も
の
で
、
令
和
五
年
十
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
い
て
は
、
所
管
の
総
務
・
事
業
委
員
会
に
付
託
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
次
に
、
日
程
第
五
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
〔
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
五 

 
 

議
案
第
十
五
号 

 
 

令
和
五
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

本
案
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
十
五
号
、
令
和
五
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

横
書
き
の
議
案
書
（
二
）
の
三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
予
算
総
則
第
一
条
に
お
い
て
、
令
和
五
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
と
し
、
具
体
的
な
内
容
は
第
二
条
及
び
第
三
条
で
規
定
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
条
は
、
業
務
の
予
定
量
の
定
め
で
、
（
一
）
年
間
開
催
日
数
に
二
日
を
加
え
百
日
と
し
、
（
三
）
総
利
用
人
員
に
二
十
二
万
人
を
加
え
二

千
三
百
七
十
三
万
六
千
六
百
人
と
し
、
（
四
）
大
井
競
馬
場
に
お
い
て
施
行
す
る
競
走
数
に
二
十
競
走
を
加
え
一
千
百
七
十
七
競
走
と
す
る
も
の

で
す
。 

 
 

 
 

 

第
三
条
は
、
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
定
め
で
、
収
入
の
第
一
款
営
業
収
益
は
、
第
一
項
競
馬
開
催
収
益
に
補
正
予
定
額
九
十
八
億

八
千
四
百
二
十
七
万
六
千
円
を
加
え
、
二
千
七
億
五
千
五
百
三
十
五
万
六
千
円
と
し
、
款
合
計
で
二
千
百
七
億
六
百
七
万
一
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
支
出
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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第
一
款
、
営
業
費
用
は
第
一
項
、
競
馬
開
催
費
用
に
補
正
予
定
額
八
十
二
億
九
千
二
百
九
万
五
千
円
を
加
え
、
一
千
九
百
三
十
八
億
二
千
七
百

五
十
五
万
三
千
円
と
し
、
第
二
項
、
場
間
場
外
費
用
に
補
正
予
定
額
百
九
十
九
万
一
千
円
を
加
え
、
六
十
五
億
四
千
八
百
三
十
五
万
四
千
円
と
し
、

款
合
計
を
二
千
十
億
七
千
五
百
八
十
二
万
五
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
七
ペ
ー
ジ
以
降
は
、
令
和
五
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
説
明
書
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
実
施
計
画
、
キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
、
予
定
損
益
計
算
書
、
予
定
貸
借
対
照
表
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

以
上
、
令
和
五
年
九
月
十
五
日
提
出
管
理
者
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
五
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

本
案
に
つ
い
て
は
、
所
管
の
財
務
委
員
会
に
付
託
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
六
及
び
日
程
第
七
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
六 

 
 

認
定
第
一
号 
 

 
 

令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

日
程
第
七 

 
 

議
案
第
十
六
号 

 
 

特
別
区
分
配
金
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

そ
れ
で
は
、
た
だ
い
ま
一
括
議
題
と
な
り
ま
し
た
認
定
第
一
号
並
び
に
議
案
第
十
六
号
に
つ
い
て
順
に
ご
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

初
め
に
、
令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 
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決
算
書
の
二
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

収
益
的
収
入
の
決
算
額
は
、
第
一
款
営
業
収
益
、
第
二
款
営
業
外
収
益
、
第
三
款
特
別
利
益
の
合
計
額
で
、
三
ペ
ー
ジ
表
中
右
か
ら
三
列
目
、

決
算
額
の
一
番
下
の
欄
に
記
載
の
二
千
九
十
六
億
八
千
九
百
九
十
二
万
八
千
三
百
二
十
六
円
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
次
に
、
四
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
い
て
、
収
益
的
支
出
の
決
算
額
は
、
第
一
款
営
業
費
用
、
第
二
款
営
業
外
費
用
、
第
三
款
特
別
損
失
の
合
計
額
で
、
五
ペ
ー
ジ
表
中
右
か
ら

四
列
目
、
決
算
額
の
一
番
下
の
欄
に
記
載
の
一
千
九
百
十
六
億
六
千
七
百
七
十
六
万
六
千
二
百
五
円
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
六
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

ま
ず
、
上
段
資
本
的
収
入
の
決
算
額
は
、
七
ペ
ー
ジ
表
中
右
か
ら
三
列
目
、
決
算
額
の
一
番
下
の
欄
に
記
載
の
と
お
り
、
ゼ
ロ
円
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 
 

 
 

 

続
い
て
、
下
段
資
本
的
支
出
の
決
算
額
は
、
第
一
款
資
本
的
支
出
、
第
一
項
建
設
改
良
費
で
、
七
ペ
ー
ジ
表
中
右
か
ら
六
列
目
、
決
算
額
一
番

下
の
欄
に
記
載
の
二
億
二
千
四
百
五
十
万
一
千
三
百
七
十
八
円
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
収
入
が
支
出
に
不
足
す
る
額
は
欄
外
に
記
載
の
と
お
り
、
損
益
勘
定
留
保
資
金
に
よ
り
補
填
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
八
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

令
和
四
年
度
の
損
益
計
算
書
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

営
業
収
益
か
ら
営
業
費
用
を
差
し
引
い
た
営
業
利
益
は
、
百
八
十
三
億
五
千
二
百
九
十
三
万
一
千
九
百
四
十
一
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ

か
ら
営
業
外
損
失
を
減
じ
た
も
の
が
経
常
利
益
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
特
別
損
失
を
減
じ
た
令
和
四
年
度
の
純
利
益
は
、
下
か
ら
四
行
目
に
記
載

の
百
八
十
億
二
千
二
百
十
六
万
二
千
百
二
十
一
円
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
当
年
度
純
利
益
に
前
年
度
繰
越
利
益
剰
余
金
を
加
え
た
当
年
度
末
未
処

分
利
益
剰
余
金
は
五
百
二
十
三
億
五
千
五
百
四
十
九
万
七
千
四
百
四
十
八
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
十
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

令
和
四
年
度
の
剰
余
金
計
算
書
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
の
計
算
書
で
算
出
さ
れ
た
剰
余
金
を
、
次
の
十
一
ペ
ー
ジ
の
剰
余
金
処
分
計
算
書
案
に
よ
り
、
当
年
度
末
残
高
の
未
処
分
利
益
剰
余
金
か
ら
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表
記
の
と
お
り
、
総
額
百
三
十
八
億
円
を
特
別
区
分
配
金
と
し
て
処
分
し
、
四
十
二
億
二
千
二
百
十
六
万
二
千
百
二
十
一
円
を
施
設
整
備
等
積
立

金
へ
の
積
立
て
と
し
、
残
額
三
百
四
十
三
億
三
千
三
百
三
十
三
万
五
千
三
百
二
十
七
円
を
繰
越
利
益
剰
余
金
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
続
き
ま
し
て
、
十
二
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
現
在
の
財
政
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
貸
借
対
照
表
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
十
三
ペ
ー
ジ
一
番
下
の
負
債
と
資
本
の
合
計

は
七
百
四
十
九
億
七
千
九
百
三
十
二
万
九
千
三
百
七
十
四
円
と
な
り
、
十
二
ペ
ー
ジ
一
番
下
の
資
産
合
計
と
一
致
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
十
八
ペ
ー
ジ
以
降
に
附
属
書
類
及
び
参
考
資
料
を
添
付
し
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
決
算
書
最
後
の
ペ
ー
ジ
六
十
五
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
資
金
不
足
比
率
を
記
載
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

表
記
の
算
出
基
礎
に
基
づ
い
て
計
算
い
た
し
ま
す
と
、
資
金
不
足
は
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
表
記
に
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

ま
た
、
本
決
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
冊
で
お
手
元
に
配
付
し
て
ご
ざ
い
ま
す
と
お
り
、
監
査
委
員
か
ら
決
算
審
査
意
見
書
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
十
六
号
、
特
別
区
分
配
金
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
縦
書
き
の
議
案
書
（
一
）
の
三
十
一
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
令
和
四
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金
を
処
分
し
、
特
別
区
に
分
配
す
る
た
め
提
案
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

分
配
金
総
額
は
、
百
三
十
八
億
円
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
令
和
四
年
度
決
算
に
基
づ
く
利
益
処
分
と
し
て
、
一
区
当
た
り
六
億
円
を
分
配
い
た
し

ま
す
。 

 
 

 
 

 

分
配
の
時
期
は
、
令
和
六
年
四
月
三
十
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

認
定
第
一
号
及
び
議
案
第
十
六
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
認
定
、
ご
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
全
議
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
決
算
特
別
委
員
会
を
設
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置
し
、
こ
れ
に
付
託
す
る
こ
と
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
認
定
第
一
号
及
び
議
案
第
十
六
号
は
、
全
議
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
す
る
こ
と
に
決
定

い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
こ
で
議
事
の
都
合
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
会
議
時
間
を
延
長
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
の
際
、
付
託
案
件
の
委
員
会
審
査
の
た
め
、
会
議
を
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

休

憩
（
午
後
二
時
二
十
九
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

再

開
（
午
後
三
時
十
二
分
） 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
、
総
務
・
事
業
副
委
員
長
、
財
務
委
員
長
及
び
決
算
特
別
委
員
長
か
ら
各
委
員
会
の
審
査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

審
査
報
告
書
の
写
し
を
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
写
し
の
配
付
を
も
っ
て
、
ご
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
の
際
、
日
程
の
追
加
に
つ
い
て
、
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
追
加
議
事
日
程
の
と
お
り
、
議
案
第
十
二
号
ほ
か
五
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 
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○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
二
号
ほ
か
五
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
追
加
日
程
第
一
か
ら
追
加
日
程
第
三
ま
で
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
〔
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
一 

 
 

議
案
第
十
二
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

追
加
日
程
第
二 

 
 

議
案
第
十
三
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

追
加
日
程
第
三 

 
 

議
案
第
十
四
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
競
馬
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
き
ま
し
て
、
総
務
・
事
業
副
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

髙
森
総
務
・
事
業
副
委
員
長
。 

○
総
務
・
事
業
副
委
員
長
（
髙
森
喜
美
子
君
） 

総
務
・
事
業
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
二
号
か
ら
議
案
第
十
四
号
ま
で
の
審
査
経
過
及
び
結

果
に
つ
き
ま
し
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

委
員
会
で
は
、
理
事
者
よ
り
議
案
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
後
審
査
に
入
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

委
員
か
ら
、
議
案
第
十
二
号
に
つ
い
て
対
象
職
員
数
、
議
案
第
十
三
号
に
つ
い
て
申
請
の
証
明
な
ど
の
質
疑
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
委
員
会

で
は
、
議
案
第
十
二
号
か
ら
議
案
第
十
四
号
ま
で
全
員
賛
成
に
よ
り
、
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
を
も
っ
て
、
総
務
・
事
業
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
の
報
告
に
対
し
、
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

質
疑
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 
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こ
れ
よ
り
、
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

総
務
・
事
業
委
員
会
の
審
査
結
果
は
、
い
ず
れ
も
原
案
可
決
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
議
案
第
十
二
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
二
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
十
三
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
三
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
十
四
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
四
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
四
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
四 

 
 

議
案
第
十
五
号 

 
 

令
和
五
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

本
案
に
つ
き
ま
し
て
、
財
務
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

峯
岸
財
務
委
員
長
。 
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○
財
務
委
員
長
（
峯
岸
良
至
君
） 

財
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
五
号
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
ま
し
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

委
員
会
で
は
、
理
事
者
よ
り
議
案
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
後
、
審
査
に
入
り
ま
し
た
が
、
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
質
疑
意
見
等

は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
委
員
会
は
議
案
第
十
五
号
に
つ
い
て
全
員
賛
成
に
よ
り
、
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
こ
れ
を
も
っ
て
、
財
務
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
の
報
告
に
対
し
、
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

質
疑
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

財
務
委
員
会
の
審
査
結
果
は
原
案
可
決
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
五
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
五
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
五
及
び
追
加
日
程
第
六
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

追
加
日
程
第
五 

 
 

認
定
第
一
号 

 
 

 

令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

追
加
日
程
第
六 

 
 

議
案
第
十
六
号 

 
 

特
別
区
分
配
金
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
議
員
で
構
成
す
る
決
算
特
別
委
員
会
で
審
査
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
委
員
長
の
報
告
は
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省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
決
算
特
別
委
員
会
の
審
査
結
果
は
認
定
第
一
号
が
認
定
、
議
案
第
十
六
号
は
原
案
同
意
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
認
定
第
一
号
は
、
認
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
認
定
第
一
号
は
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
六
号
は
、
原
案
に
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
六
号
は
原
案
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

以
上
で
、
今
定
例
会
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

会
議
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
日
を
も
っ
て
閉
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
今
定
例
会
は
、
本
日
を
も
っ
て
閉
会
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
こ
で
、
副
管
理
者
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

副
管
理
者
。 

○
副
管
理
者
（
小
柳
津
明
君
） 

本
日
ご
提
案
申
し
上
げ
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
慎
重
な
る
ご
審
議
を
い
た
だ
き
、
ご
決
定
を
賜
り
ま
し
て
、
誠
に
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あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
事
業
運
営
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
ダ
ー
ト
三
冠
の
広
報
、
暑
さ
対
策
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
な
ど
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
十
分
踏
ま
え
、

競
馬
事
業
の
発
展
に
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
議
長
を
は
じ
め
、
皆
様
方
の
な
お
一
層
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
秋
谷
こ
う
き
君
） 

副
管
理
者
の
挨
拶
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
五
年
第
三
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

閉

会
（
午
後
三
時
十
八
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 
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会

議

録
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議
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こ

う

き 
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中 
 

や
す
の
り 

   

議 
 

 
員 

 
 

福 
 

田 
 

は

る

み 
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資 
 

料 
 

の 
 

部 

      



 



令和５年第３回特別区競馬組合議会定例会 議事日程 

              令和５年９月１５日(金) 午後２時１０分開議 

 

日程第１ 会期の決定について 

日程第２ 議案第１２号 特別区競馬組合職員の高齢者部分休業に関する条例 

日程第３ 議案第１３号 特別区競馬組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する 

条例等の一部を改正する条例 

日程第４ 議案第１４号 特別区競馬組合競馬条例の一部を改正する条例 

日程第５ 議案第１５号 令和５年度特別区競馬組合一般会計補正予算（第１号） 

日程第６ 認定第 １号 令和４年度特別区競馬組合決算の認定について 

日程第７ 議案第１６号 特別区分配金について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊢ ５特競総第 681 号 

令和５年９月８日 

 

 特別区競馬組合議会  

議長 秋 谷  こ う き 殿  

 

特別区競馬組合  

管理者 近 藤  弥 生  

 

令和５年第３回特別区競馬組合議会定例会の  

招集について  

 

 

 このことについて、本日、別紙写しのとおり告示したのでお知らせいたします。  

 

 

記  

１ 期  日  

   令和５年９月 15 日（金）  

２ 場  所  

   東京区政会館 19 階 191 会議室  

以   上  

 

 

－
 
2
3
 
－



㊢  特

別

区

競

馬

組

合

告

示

第

三

十

八

号

 

   

令

和

五

年

第

三

回

特

別

区

競

馬

組

合

議

会

定

例

会

を

次

の

と

お

り

招

集

す

る

。

 

   
 

令

和

五

年

九

月

八

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特

別

区

競

馬

組

合 

管

理

者 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 

  

一 

期

日 

令

和

五

年

九

月

十

五

日

（

金

） 

  

二 

場

所 

東

京

区

政

会

館 

十

九

階 

一

九

一

会

議

室

 

㊢ 
５特競総第 715 号 

令和５年９月８日 

 

 特別区競馬組合議会  

議長 秋 谷  こ う き 殿  

 

特別区競馬組合  

管理者 近 藤  弥 生  

 

議案の送付について  

 

このことについて、令和５年第３回特別区競馬組合議会定例会に付議する案件

を下記のとおり送付いたします。  

 

記 

１ 条例案件 

  議案第 12 号 特別区競馬組合職員の高齢者部分休業に関する条例 

  議案第 13 号 特別区競馬組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等  

     の一部を改正する条例 

  議案第 14 号 特別区競馬組合競馬条例の一部を改正する条例 

２ 予算案件 

議案第 15 号 令和５年度特別区競馬組合一般会計補正予算（第１号） 

３ 決算案件 

   認定第 1 号 令和４年度特別区競馬組合決算の認定について 

４ 分配金案件 

   議案第 16 号 特別区分配金について 

以   上 

－
 
2
4
 
－



㊢  ５特競総第 738 号 

                           令和５年 9 月８日 

 

特別区競馬組合議会  

議長 秋 谷  こ う き 殿  

 

特別区競馬組合  

 管理者 近 藤  弥 生  

 

令和５年第３回特別区競馬組合議会定例会に  

出席する議事説明員について  

 

 ５特競議第１０１号により要求のあった、標記の件について、下記のとおり通知

いたします。  

記  

１ 組合役員  

副 管 理 者     小 柳 津  明  

２ 職  員  

競 馬 事 務 局 長      桑 野  俊 郎  

（事業担当部長兼務）     

経 営 企 画 担 当 部 長      粕 谷  招 世  

総 務 担 当 部 長       岸   幸 弘  

経 営 企 画 室 長      岡 邑   誠  

（場外経営担当課長兼務）  

広 報 課 長     愛 澤   洋  

シ ス テ ム 課 長     赤 瀬  貴 之  

総 務 課 長     中 島  浩 司  

副 参 事     山 本  英 一  

（ 法 令 担 当 ） 

   経 理 課 長     佐 藤  和 也 

お 客 様 事 業 課 長     笹 岡  賢 治  

競 走 課 長     木 村  洋 之  

厩 舎 管 理 課 長     小 山  昭 二  

施設再整備担当課長     中 嶋  将 彦  

（小林牧場長兼務）     

監 査 委 員 事 務 局 長     古 橋   豊  

以  上  

㊢ 
５特競監第 45号 

令和５年６月 28日 

 

特別区競馬組合 

議 長  秋 谷 こうき 様 

 

           特別区競馬組合 

           監  査  委  員  田 辺  裕 子 

           監  査  委  員   池 田  裕 一 

 

 

令和５年５月分例月出納検査の結果について（報告） 

 

地方自治法第 235条の２第１項の規定に基づく例月出納検査の結果について、

同条第３項の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 検査月日  令和５年６月 28日（水） 

２ 検査場所  東京区政会館 代表監査委員室 

３ 検査対象 

令和５年５月末日における特別区競馬組合一般会計に係る現金の出納保管

状況及び関係証拠書類 

４ 検査結果 

令和５年５月末日における一般会計予算の執行及び資金の運用状況は、別

紙のとおりである。 

預金・有価証券現在高は、預金明細書、預金通帳及び取引報告書等と照合

し、誤りのないことを確認した。 

また、会計伝票等帳票についても、関係帳簿類と照合し、誤りのないこと

を確認した。 

 

（別紙掲載は省略） 

－
 
2
5
 
－



㊢ 
 

５特競監第 63号 

令和５年７月 28日 

 

特別区競馬組合 

議 長  秋 谷 こうき 様 

 

           特別区競馬組合 

           監  査  委  員  田 辺  裕 子 

           監  査  委  員   池 田  裕 一 

 

 

令和５年６月分例月出納検査の結果について（報告） 

 

地方自治法第 235条の２第１項の規定に基づく例月出納検査の結果について、

同条第３項の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 検査月日  令和５年７月 27日（木） 

２ 検査場所  東京区政会館 代表監査委員室 

３ 検査対象 

令和５年６月末日における特別区競馬組合一般会計に係る現金の出納保管

状況及び関係証拠書類 

４ 検査結果 

令和５年６月末日における一般会計予算の執行及び資金の運用状況は、別

紙のとおりである。 

預金・有価証券現在高は、預金明細書、預金通帳及び取引報告書等と照合

し、誤りのないことを確認した。 

また、会計伝票等帳票についても、関係帳簿類と照合し、誤りのないこと

を確認した。 

 

（別紙掲載は省略） 

㊢ 
 

５特競監第 74号 

令和５年８月 28日 

 

特別区競馬組合 

議 長  秋 谷 こうき 様 

 

           特別区競馬組合 

           監  査  委  員  田 辺  裕 子 

           監  査  委  員   池 田  裕 一 

 

 

令和５年７月分例月出納検査の結果について（報告） 

 

地方自治法第 235条の２第１項の規定に基づく例月出納検査の結果について、

同条第３項の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 検査月日  令和５年８月 28日（月） 

２ 検査場所  東京区政会館 代表監査委員室 

３ 検査対象 

令和５年７月末日における特別区競馬組合一般会計に係る現金の出納保管

状況及び関係証拠書類 

４ 検査結果 

令和５年７月末日における一般会計予算の執行及び資金の運用状況は、別

紙のとおりである。 

預金・有価証券現在高は、預金明細書、預金通帳及び取引報告書等と照合

し、誤りのないことを確認した。 

また、会計伝票等帳票についても、関係帳簿類と照合し、誤りのないこと

を確認した。 

 

（別紙掲載は省略） 

－
 
2
6
 
－



㊢ ５特競総第 698 号 

令和５年９月 15 日 

 

 特別区競馬組合議会  

議長 秋 谷  こ う き 殿  

  

特別区競馬組合  

管理者 近 藤  弥 生  

 

令和４年度株式会社ティシーケイサービス  

の経営状況について（報告）  

 

 このことについて、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき下記のとお

り報告いたします。  

 

記  

 

１ 報告内容  

   令和４年度における株式会社ティシーケイサービスの現況及び決算内容  

 

２ 報告書類  

①  株式会社ティシーケイサービスの現況について  

②  貸借対照表  

③  損益計算書  

 

株式会社ティシーケイサービスの現況について（報告）

１ 第23回定時株主総会

 (1)　日　時（場所）　令和5年6月22日（木）午後3時（本社会議室）

 (2)　報 告 事 項

　　　第23期（令和4年4月1日～令和5年3月31日）決算の件

２ 経営成績（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

売　上　高 営業利益 経常利益 当期純利益

（対前期増減率） （対前期増減率） （対前期増減率） （対前期増減率）

３ 業績の推移

営業利益

当期純利益

総資産額

４ 株式の状況（令和５年３月３１日現在）

 (1)　株　式　総　数 ２，０００株

 (2)　株　　　　　主 特別区競馬組合

５ 会社の概要

 (1)　事 業 内 容

　　　　競馬主催者等から受託する投票業務及び競馬開催関連業務

 (2)　本 社 事 業 所

　　　　東京都品川区勝島二丁目１番２号　大井競馬場内

 (3)　社 員 の 状 況 （令和５年３月３１日現在）

　　　社 員　　　　　　　 　　　　　　４６名

　　　契約社員・パートタイマー等　　　１１５名

特 別 区 競 馬 組 合

253,522,214円 252,773,937円 282,209,840円 317,449,059円

2,005,106円 10,075,783円 △120,358,929円 △2,422,065円

362,377,750円

(67.43%)(72.79%)

第21期

15,838,839円

第20期

（令和元年度）

124,044,853円

（令和２年度）

10,860,669円7,556,502円 22,667,180円 16,105,552円

―

第19期

（平成30年度）

1,478,767円

(120.64%)

繰越利益剰余金

第22期

（令和３年度）
区　分

第23期

（令和４年度）

1,181,245,402円 15,838,839円 18,356,908円 10,860,669円

－
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資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

（単位：円）

令和 5年 3月31日現在株式会社 ティシーケイサービス

流 動 資 産 351,585,086【 】

現 金 及 び 預 金 228,290,825

売 掛 金 114,621,341

棚 卸 資 産 9,112,632

前 渡 金 9,200

立 替 金 20,560

未 収 入 金 156,528

前 払 費 用 61,000

貸 倒 引 当 金 687,000

固 定 資 産 10,792,664【 】

有 形 固 定 資 産 10,518,414（ ）

建 物 付 属 設 備 23,837

構 築 物 2,279,913

工 具 ･ 器 具 ･ 備 品 8,214,664

無 形 固 定 資 産 224,250（ ）

ソ フ ト ウ ェ ア 224,250

投資その他の資産 50,000（ ）

保 証 金 ･ 敷 金 50,000

資 産 の 部 計 362,377,750

流 動 負 債 136,752,635【 】

買 掛 金 2,164,125

未 払 金 91,741,374

未 払 費 用 16,831,337

預 り 金 953,075

未 払 法 人 税 等 789,800

賞 与 引 当 金 11,290,724

未 払 消 費 税 等 12,982,200

固 定 負 債 1,580,262【 】

退 職 給 付 引 当 金 1,580,262

負 債 の 部 計 138,332,897

純 資 産 の 部

株 主 資 本 224,044,853【 】

資 本 金 100,000,000［ ］

利 益 剰 余 金 124,044,853［ ］

その他利益剰余金 124,044,853（ ）

繰 越 利 益 剰 余 金 124,044,853

（うち当期純利益） 10,860,669（ ）

純 資 産 の 部 計 224,044,853

負債･純資産の部計 362,377,750

株式会社 ティシーケイサービス

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

（単位：円）

科 目 金 額

売 上 高 1,181,245,402【 】

売 上 原 価【 】

期 首 棚 卸 高 10,186,548

仕 入 高 23,649,904

合 計 33,836,452

他 勘 定 振 替 高 32,156

期 末 棚 卸 高 8,592,178 25,212,118

売 上 総 利 益 1,156,033,284

販売費及び一般管理費 1,140,194,445【 】

営 業 利 益 15,838,839

営 業 外 収 益【 】

受 取 利 息 121

雑 収 入 2,517,948 2,518,069

経 常 利 益 18,356,908

特 別 損 失【 】

固 定 資 産 除 却 損 131,537

貸 倒 損 失 48,728

雑 損 失 766,156 946,421

税引前当期純利益 17,410,487

6,549,818

当 期 純 利 益 10,860,669

－
 
2
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令和５年第３回特別区競馬組合議会定例会 追加議事日程 

              令和５年９月１５日(金) 午後２時１０分開議 

 

追加日程第１ 議案第１２号 特別区競馬組合職員の高齢者部分休業に関する条例 

追加日程第２ 議案第１３号 特別区競馬組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関 

する条例等の一部を改正する条例 

追加日程第３ 議案第１４号 特別区競馬組合競馬条例の一部を改正する条例 

追加日程第４ 議案第１５号 令和５年度特別区競馬組合一般会計補正予算（第１号） 

追加日程第５ 認定第 １号 令和４年度特別区競馬組合決算の認定について 

追加日程第６ 議案第１６号 特別区分配金について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月１５日  

 

 

特別区競馬組合議会 

議長 秋谷 こうき  様 

 

特別区競馬組合議会 

総務・事業副委員長 髙森 喜美子 

 

 

総務・事業委員会審査報告書  

 

 

本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、

会議規則第７４条の規定により報告します。  

 

 

記 

 

 

 

 

議案番号  件          名  審査結果  

議案第１２号  
特別区競馬組合職員の高齢者部分休業

に関する条例  
原案可決  

議案第１３号  

特別区競馬組合職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例等の一部を改正す

る条例  

原案可決  

議案第１４号  
特別区競馬組合競馬条例の一部を改正

する条例  
原案可決  

○写  

－
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令和５年９月１５日  

 

特別区競馬組合議会 

議長 秋谷 こうき  様 

 

特別区競馬組合議会 

財務委員長 峯岸 良至 

 

 

財務委員会審査報告書 

 

本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定し たので、

会議規則第 ７４条の規定により報告します。  

 

 

記 

 

 

 

議案番号  件          名  審査結果  

議案第１５号  
令和５年度特別区競馬組合一般会計補正

予算（第１号）  
原案可決  

○写  
令和５年９月１５日  

 

 

特別区競馬組合議会 

 議長 秋谷 こうき 様 

 

 

特別区競馬組合議会 

決算特別委員長  峯岸 良至 

 

 

 

決算特別委員会審査報告書 

 

 

本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定し たので、

会議規則第 ７４条の規定により報告します。  

 

 

記 

 

 

 

議案番号  件          名  審査結果  

認定第１号  
令和４年度特別区競馬組合決算の認定に

ついて  
認定  

議案第１６号  特別区分配金について  原案同意  

○写  

－
 
3
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－



      

議
 

案

 

の

 

部 

      



 



 

 

 

員
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
係
る
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
休
業
時
間
（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
一
週
間 

 

当
た
り
の
勤
務
し
な
い
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
休
業
時
間
の
延
長)

 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
既
に
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら
休
業
時
間
の
延
長
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
で
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め 

 

る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
係
る
休
業
時
間
の
延
長
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
給
与
の
減
額)

 

第
五
条 

職
員
が
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区 

 

競
馬
組
合
条
例
第
四
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
給
料
の
月

額
、
管
理
職
手
当
の
月
額
及
び
給
与
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
組
合
規
則
で
定
め
る
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
特
別
区
競
馬

組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
五
で
除
し
て
得
た
時
間
に
給
与
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す

る
組
合
規
則
で
定
め
る
日
の
数
を
乗
じ
た
も
の
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百

十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤

務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。 

 
 

 

（
委
任)

 

第
六
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
組
合
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

 

議
案
第
十
二
号 

 
 

 
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
職

員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
条 

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
は
、
当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て 

 

行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
高
年
齢
と
し
て
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
六
十
歳
と
す
る
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
前
項
に
規
定
す
る
年
齢
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
以
後
の
日
か
ら
、
当
該
職
員
に
係
る
高
齢
者
部
分 

 

休
業
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
承
認
の
取
消
し
又
は
休
業
時
間
の
短
縮
） 

第
三
条 

任
命
権
者
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
場
合
で
当
該
職 

－
 
3
3
 
－



 

 

議
案
第
十
三
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
含
む
。
以
下
同
じ
。)

」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
で
あ
り
、
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者

間
の
関
係
そ
の
他
の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手

方
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
の
三
第
二
号
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、

 

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

 

地
方
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
部
分
休
業
制
度
を
導
入
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

－
 
3
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性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う
こ
と
を 

約
し
た
二
者
間
の
関
係
そ
の
他
の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ 

関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
三
条
第
八
項
第
二
号
中
「
含
む
。
）
」
を
「
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
に
改
め
、
同
項
第 

五
号
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
そ
の
者
及
び
そ
の
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
同
居
の
親
族
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
移
転
に 

通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
た
同
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、

互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者
間
の
関
係
そ
の
他 

 

の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
、
」 

 
 

を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

 

互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者
間
の
関
係
そ
の
他

の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
条
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
三
条
第
五
号
、
第
四
条
及
び
第
八
条
第
七
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。 

 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、 

 

互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者
間
の
関
係
そ
の
他 

 

の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
」 

 
 

を
加
え
る
。 

 
 

第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
（
配
偶
者
の
」
を
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手 

 

方
の
い
ず
れ
も
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
職
員
の
死
亡
の
当
時
に
お
い
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が 

－
 
3
5
 
－



 

 

議
案
第
十
四
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
競
馬
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
競
馬
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
競
馬
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
競
馬
の
公
正
を
確
保
し
、
そ
の
他
競
馬
場
内
及
び
場
外
設
備
内
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
」
を
「
競
馬
場
内
及
び
場
外
設
備
内
の
秩
序
を
維 

持
し
、
そ
の
他
競
馬
の
公
正
を
確
保
し
、
又
は
競
馬
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 （

提
案
理
由
） 

 

競
馬
法
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
。 

 

 

 
 

附
則
第
九
項
中
「
引
き
続
き
」
の
下
に
「
、
配
偶
者
を
有
し
な
い
場
合
（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
五
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第 

号
）
の
施
行
の
日
以
後
に
あ
っ
て
は
、
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
（
双
方

又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的

に
協
力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者
間
の
関
係
そ
の
他
の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
二
者
間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下

「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
場
合
）
で
、
か
つ
」
を
加
え
る
。 

 
 

附
則
第
十
項
中
「
が
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。 

 
 

附
則
第
十
二
項
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
、
「
生
じ
た
日
」
の
下
に
「
（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
五
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第 

号
）
の
施
行
の
日
前
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
関
係
の
相
手
方
を
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
同
日
）
」
を
加
え
る
。 

 
 （

提
案
理
由
） 

 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
あ
る
者
を
配
偶
者
と
同
等
に
扱
う
た
め
、
関
係
す
る
条
例
の
規
定
を
整
備
す
る
。 

－
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－



 

 

 

 

 

 

議案第１５号 

 

 

令和５年度特別区競馬組合 

一般会計補正予算（第１号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度特別区競馬組合一般会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和５年度特別区競馬組合一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

（業務の予定量） 

第２条 予算第２条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。 

                   既決予定量    補正予定量    計 

（１）年間開催日数            98日       ２日      100日 

（３）総利用人員           2,351万 6,600人    22万人   2,373万 6,600人 

（４）大井競馬場において施行する競走数  1,157競走     20競走    1,177競走            

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

 

 

収     入 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第 1款 営業収益 200,821,795千円 9,884,276千円 210,706,071千円 

第１項 競馬開催収益 190,871,080千円 9,884,276千円 200,755,356千円 

 

支     出 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 営業費用 192,781,739千円 8,294,086千円 201,075,825千円 

第１項 競馬開催費用 185,535,458千円 8,292,095千円 193,827,553千円 

第２項 場間場外費用 6,546,363千円 1,991千円 6,548,354千円 

 

 

令和５年９月１５日 提出 

特別区競馬組合管理者 近藤 弥生 

－
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－



議
案
第
十
六
号 

 
 

 

特
別
区
分
配
金
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 

 

  
 

 

特
別
区
分
配
金
に
つ
い
て 

 

特
別
区
分
配
金
を
左
記
に
よ
り
分
配
す
る
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記 

 

一 
 

分 

配 

金 

総 

額 
 

 
 

 
 

百
三
十
八
億
円 

二 
 

各 

区 

分 

配 

額 
 

 
 

 
 

一
区
当
り 

六
億
円 

三 
 

分 

配 

の 

時 

期 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 

（
提
案
理
由
） 

令
和
四
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金
を
処
分
し
、
特
別
区
に
分
配
す
る
た
め
、
平
成
十
四
年
六
月
十
八
日
議
決
「
特
別
区
競
馬
組
合
利
益
金
の
処
分
に
つ
い

て
」
に
基
づ
き
本
案
を
提
出
す
る
。 

認
定
第
一
号 

 
 

 
令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

近 

藤 
 

弥 

生 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
決
算
の
認
定
に
つ
い
て 

 

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
決
算
を
監
査
委
員

の
意
見
を
付
し
て
提
出
し
、
併
せ
て
、
同
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
競
馬
事
業
剰
余
金
処
分
計
算
書
（
案
）

を
提
出
す
る
。 

－
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－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令
和
五
年
第
三
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
会
議
録 

令
和
五
年
十
一
月 

発
行 

編
集
・
発
行 

特
別
区
競
馬
組
合
議
会
事
務
局 

千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
五
番
一
号 

東
京
区
政
会
館
二
十
階 

電
話 

〇
三
（
五
二
一
〇
）
九
七
二
八 
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